
１ 阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について 資料１-１令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日
市街地整備対策特別委員会

事業検討スキーム・関係図 （～都市計画決定まで）

市長の諮問に応じ都市計画に関するこ
とを調査審議する
・超高層建築物の妥当性（意見聴取）
・都市計画案の審議

※1再開発コーディネーターの役割

関係権利者や事業協力者といった立場の異なる者の利益相反を調整し、権利者の適正な権利を保全するとともに、
関係者の利益の衡平を図ることが第一の役割である（再開発マニュアル（第3版）より）。

都市計画審議会
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駅前整備に係る問題、大規模市街地開発に係る
問題を所管事項とした議会に置かれる特別委員会

茨木市（事業推進支援

都市計画決定権者、公共施設管理者）

議会

市街地整備対策特別委員会

役割分担・これまでの取り組み

茨木市 事業Ｐ（阪急阪神不動産㈱・㈱大林組） ソシオ管理組合（UD）

主な役割

■事業推進支援
・公共施設設計
・関係機関協議
・補助金交付

■都市計画決定

■都市計画要望案の立案
・施設計画
・商業計画（保留床処分）
・市及び関係機関との協議

■ソシオ活動への人的支援

■合意形成（管理組合）
・関係権利者への連絡広報

■コーディネート（UD）
・都市計画要望案への助言
・事業採算性のチェック

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

H24年度 － ソシオ茨木明日を考える会発足
(12月)

H25 市街地新生課新設(４月) －
駅前ビル建替えにおける要望書
を市に提出(11月)

H26
駅前広場及び周辺道路の交通
課題の整理と改善策の検討

－
建替え推進委員会発足(12月)

事業パートナー選定(3月)

H27

H28

H29 再開発方針の府都決(２月)
都市計画要望書を市に提出（5月）

再開発会社設立(11月)

H30

H31(R1) 

R2 基本計画（案）公表(6月) 超高層建築物編(案) 都計審への意見聴取(11月)

R3 市街地整備対策特別委員会

R4
計画案の見直し・市営駐車場
の事業検討区域からの除外(5月)

再開発事業に向けた検討が本格化

まちづくり学集会 （H30.8～R2.6全10回）

事業案について
協議調整

アドバイザー的な関与

ユーデーコンサルタンツ㈱
（再開発コーディネーター） ※1

委託

阪急阪神不動産㈱、㈱大林組
（事業パートナー）

選定

「（仮称）阪急茨木市駅西地区 市街地再開発事業」
事業推進協定書を締結（H27.5.12）

連携

阪急茨木市駅西地区
再開発会社

ソシオ管理組合
（建替え推進委員会）

管理組合
総会にて
設立承認

H29.11 権利者の有志により設立
再開発事業の施行予定者

報告

令和４年５月24日に阪急茨木駅前ソシオ管理組合等に対し、計画案の見直し及び
阪急茨木西口駐車場を再開発事業の検討区域から除外することを伝える文書を手交



・学集会での市民の声とタワーマンションが結びつかない

・市費投入の意義が説明しづらく、公共性への納得感が低い

・基本計画（案）（整備案）の見直しを提案

➡計画案への共感・納得が得られなかった

・都市機能と住機能のバランスに議論の余地

・局所的な人口集中がもたらす課題等への議論が不十分

・ゾーニングを含めた空間検討過程が不明瞭

➡基本計画（案）のブラッシュアップを求められた

・超高層建築物に対しての疑念（効果、配置、周辺環境への影響等）

・楽しい阪急茨木市駅になると思えない

・市民が情報を得やすい環境と意見を言える機会（期間）の確保

➡基本計画（案）（超高層建築物を含む整備案）に対して疑問の声

ソシオ管理組合（民間側）
・建替え

建物躯体や設備の老朽化、室内空

間の陳腐化、耐震性能不足の解消
・所有と利用の柔軟化

区分所有から共有化によるニーズ

に合わせた柔軟な床利用
・商環境の改善

外向き店舗による駅前広場と一体

的な賑わい創出

茨木市（公共側）
・ウォーカブル空間の形成

歩いて楽しい駅前エリアの形成、

商店街との連動
・道路交通環境の改善

通勤通学時間帯の道路交通流の
スムーズ化

・市営駐車場用地の活用
高度利用による駅前エリアの活力

向上

共通

・安全で魅力ある駅前空間

「空間」・「機能」確保
のための再開発

「価値」・「持続性」を
高める複合的更新

前回の再開発 今回の再開発

駅前広場を囲
うように商業
施設を配置

緑地広場を地区北西部
の商店街前に配置

駅前広場出入口
の一穴化及び
信号機設置によ
る交通処理

駅前広場

良質な住空間

（住民の生活再建の場）

駅前の顔

交通

阪急本通商店街

【ゾーニングの考え方】
①視覚的・空間的にまちに開かれた駅前空間を創出
②駅と周辺地域をつなぐ動線軸（２軸）を形成
③広場・たまり場を連続的につくることで、回遊性を創出し、

周辺の商店街や中央通りなどまち全体の連続性につなげる

中央通り

公共交通と
一般交通を分離

住宅棟を
南側に配置

【整備後（概ね10年後）のイメージ】

駅と中心市街地
とのつながり
＝地上を歩く+

賑わいの連続

広場・たまり場
＝交流・賑わい空間

２階のテラス
＝憩える空間

駅前の顔づくり
＝人が集まる施設

上質・心地良い緑空間

３．計画案に対する主な意見

市民 都市計画審議会 市街地整備対策特別委員会R2.6～意見募集、R2.8,10,11近隣説明、R2.9市民説明 R2.11超高層の意見聴取 R3.5、R3.6、R3.11

（１）基本計画案における新たな価値（２軸の動線や開かれた空
間、エリアマネジメントの取組み等）を踏まえて示された整備
案について、公金投入の意義や市有財産（阪急茨木西口駐車

場）の供出といった市の負担と見合っていなかったこと

（２）市有財産（阪急茨木西口駐車場用地）の活用において、施
設建設物の大部分を住宅が占めていることに対する駅前の土地

利用の在り方について、幅広い共感を得るに至らなかったこと

（３）病院誘致による双葉町駐車場の廃止に伴う駐輪機能の低下

を回避（市民の利便性を維持）する必要があること

２軸の動線

開かれた空間

エリアマネジメントの取組み

再整備で得られる新たな価値

市の財政負担
（約65億円（想定））

市有財産の供出
（阪急茨木西口駐車場）

市の負担≦

病院誘致により
双葉町駐車場（市）廃止

自動車 25台
バイク 170台
自転車 2,590台

阪急茨木西口駐車（市）
自動車 162台
バイク 900台
自転車 151台

計画案の見直し及び阪急茨木西口駐車場を再開発事業の検討区域から除外する

１．再整備の目的 ２．計画案（R2.6公表案（南側タワー案））の概要

４．計画案の見直しと阪急茨木西口駐車場の検討区域除外の理由

従前従後の商業等と住宅の床面積

項目 従前 従後

商業等専有 約 10,900㎡ 約 7,000㎡

住宅専有 約 3,400㎡ 約 30,000㎡

住宅が占める
割合

約24％ 約81％

※ 従後面積は設計が未了のため概数

約２割

約８割 施行区域

幹線街路

建築敷地

広場

区画道路

５．今後のスタンス

今後は、中心市街地の活性化と魅力向上を図るべく、２コア１パーク＆モールの都市
構造の実現に向け、駅前が果たす役割等を見出すとともに従来の再開発事業の考え方
や事業手法に捉われない、多くの方から共感と協力を得られるまちづくりに取り組む。

等

再編案検討の観点
①民間との役割分担の適正化 ⇒ 自動車駐車場の見直し（自動車＝民間、バイク・自転車＝行政)

②歩行者安全性の確保 ⇒ 駅前広場への車両の乗り入れを減らす位置に配置
③市民の利便性の維持 ⇒ バイク、自転車は台数を維持

６．今後の動き

計画案の見直し及び阪急茨木西口駐車場を再開発事業の検討区域から除外することに
ついて、市HP・SNS等で周知し、市営駐車場を除外した区域での再整備についてソシ
オ権利者と協議・調整を図っていく。基本計画（案）については、市民意見を把握す
る機会を設けながら見直しを図っていく。

１ 阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について～計画案の見直しと阪急茨木西口駐車場の検討区域除外～ 資料１-２令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日
市街地整備対策特別委員会


